
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
四
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

オ
ー
ケ
ー
新
座
店
新
築
工
事 

 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
北
野
三
丁
目
百
二
十
一
番
地
三
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
新
座
店
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
は
狭
い
道
路
が
多
く
、
現
在
で
も
車
両
の
す
れ 

 
 

 

違
い
が
難
し
い
道
路
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
営
業
時
間
が
近
辺
小
学
校
等
の
通
学 

 
 

 

時
間
と
も
重
な
っ
て
お
り
十
分
な
配
慮
及
び
店
車
両
進
入
制
限
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
以 

 
 

 

下
の
点
に
つ
い
て
対
応
し
て
頂
く
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

⑴ 

通
学
時
間
へ
の
配
慮 

 
 

 
 

 

近
辺
は
東
北
小
学
校
の
通
学
路
に
な
っ
て
お
り
、
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時 

 
 

 
 

三
十
分
は
近
辺
で
進
入
制
限
が
か
か
っ
て
い
る
道
路
も
あ
る
が
、
オ
ー
ケ
ー
の
営
業
時 

 
 

 
 

間
は
午
前
八
時
か
ら
、
駐
車
場
は
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
利
用
開
始
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

通
学
時
間
帯
で
の
車
両
の
進
入
が
想
定
さ
れ
、
児
童
等
の
安
全
性
が
低
下
す
る
こ
と
が 

 
 

 
 

危
惧
さ
れ
る
。
車
両
で
も
同
時
間
帯
で
の
来
店
を
厳
に
禁
止
す
べ
く
対
応
す
る
べ
き
で 

 
 

 
 

あ
る
。 

 
 

 

⑵ 

西
側
道
路
か
ら
の
進
入
制
限 

 
 

 
 

 

店
舗
西
側
道
路
は
二
車
線
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
す
れ
違
い
が
困
難
な
場
所
も
多 

 
 

 
 

い
。
計
画
上
は
、
西
側
道
路
を
南
方
向
に
進
入
し
、
店
舗
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
想 

 
 

 
 

定
し
て
い
な
い
と
い
う
説
明
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
道
路
北
側
か
ら
の
進
入
が
増
加
し
、 

 
 

 
 

歩
行
者
等
へ
の
影
響
、
交
通
渋
滞
、
近
隣
住
宅
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
西
側 

 
 

 
 

道
路
北
側
方
向
か
ら
の
店
舗
へ
の
進
入
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 

⑶ 

南
側
道
路
か
ら
の
進
入
制
限 

 
 

 
 

 

南
側
道
路
（
サ
ン
ケ
ン
通
り
）
は
二
車
線
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
サ
ン
ケ
ン
通 

 
 

 
 

り
を
東
側
か
ら
進
入
し
た
場
合
、
薬
局
前
交
差
点
は
信
号
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
交 

 
 

 
 

差
点
に
車
両
が
集
中
し
、
右
折
が
困
難
に
な
り
交
通
渋
滞
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
交 

 
 

 
 

差
点
近
辺
の
歩
行
者
・
自
転
車
等
の
安
全
性
が
低
下
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
特
に 



 
 

 
 

週
末
や
夕
方
の
買
い
物
時
間
等
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
サ
ン
ケ
ン 

 
 

 
 

通
り
東
側
か
ら
右
折
し
て
の
ア
ク
セ
ス
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 

⑷ 

ロ
ー
ソ
ン
百
横
道
路
か
ら
の
進
入
制
限 

 
 

 
 

 

説
明
会
で
は
、
警
察
と
の
協
議
の
結
果
、
ロ
ー
ソ
ン
百
東
側
道
路
か
ら
の
進
入
は
計 

 
 

 
 

画
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
同
道
路
を
進
入
し
て
来
店
す
る
車
両
が
多 

 
 

 
 

い
発
生
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
道
路
を
使
わ
な
い
よ
う
に
周
知
す
る
と
の
説
明 

 
 

 
 

は
あ
っ
た
が
、
効
果
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
狭
い
交
差
点
で
の 

 
 

 
 

車
両
の
交
差
に
よ
る
渋
滞
の
発
生
、
歩
行
者
等
へ
の
危
険
性
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
る
と 

 
 

 
 

こ
ろ
、
店
舗
側
は
警
察
と
も
十
分
協
議
の
う
え
、
同
道
路
か
ら
の
進
入
を
阻
止
す
る
効 

 
 

 
 

果
的
な
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 

⑸ 

必
要
な
誘
導
員
の
配
置 

 
 

 
 

 

上
記
の
と
お
り
、
近
辺
道
路
・
交
差
点
は
店
舗
に
進
入
す
る
た
め
に
増
加
す
る
車
両 

 
 

 
 

に
十
分
対
応
で
き
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
児
童
や
歩
行
者
、
自
転
車
等
の
交
通
安 

 
 

 
 

全
上
の
リ
ス
ク
の
増
加
、
ま
た
渋
滞
等
に
よ
り
近
隣
住
民
へ
の
多
大
な
影
響
が
危
惧
さ 

 
 

 
 

れ
る
。
店
舗
側
と
し
て
は
、
上
記
の
道
路
の
車
両
通
行
制
限
を
行
う
と
と
も
に
、
同
制 

 
 

 
 

限
を
担
保
す
べ
く
複
数
人
の
交
通
誘
導
員
を
営
業
時
間
内
常
時
配
置
す
べ
き
で
あ
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
四
月
十
九
日
か
ら
令
和
四
年
五
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


